
第２次芦屋市文化振興基本計画（平成29～33年度）の骨子（案１） 

１ 計画の位置づけ   

この計画は，第４次芦屋市総合計画及び各行政分野の計画と整合性を図りながら，芦屋市文化基本

条例第８条に基づく「文化の振興に関する基本的な計画」として，文化施策の方向性を包括的に示す

ものです。 

芦屋市文化基本条例で文化の振興に当たっての基本理念を定めています。 

１ 文化の担い手である市民一人一人の自主性及び創造性が尊重されなければならない。 

２ 歴史及び風土に培われてきた地域の伝統的な文化が，市民の共通の財産としてはぐくまれ，将来

にわたり引き継がれるよう配慮されなければならない。 

３ 文化を創造し，享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ，市民が等しく

文化活動をすることができるような環境の整備が図られなければならない。 

４ 文化の多様性が尊重されるとともに，地域における多様な文化の共生が図られるよう配慮されな

ければならない。 

５ 文化が地域間における相互理解を深める上で重要な役割を果たすことにかんがみ，文化に関する

情報を広く国内外に発信するなど，文化交流が積極的に推進されなければならない。 

２ 第２期芦屋市文化振興基本計画で強調した視点とキーワード 

① 広い視点で芦屋文化の魅力を再発見する【地方創生】 

② 芦屋文化に関する情報発信を充実する【情報発信】 

③ 子どもや若者を対象とした文化振興を展開する【次世代継承】 

３ 計画の体系 

※基本施策の文末の（ ）は，現計画の施策体系     

①市民の自主的

な文化活動の

推進 

【施策の柱】 【基本施策】

(1)市民の文化活動の充実(ア) 

(2)高齢者，障がい者等の文化活動の充実(イ) 

(3)青少年の文化活動の充実(ウ) 

(4)学校教育における文化活動の充実(エ) 

(5)人材の育成に関する支援(オ) 

【基本目標】

自 然 に 恵 ま れ

た，人が心豊か

に生きることの

できるまちを目

指して 

１「ゆとりや潤

いなどの実感

できる心豊か

な市民生活の

実現」 

２「個性豊かで

幅広い芦屋文

化が創造され

る活力のある

まちづくりの

実現」 

(6)文化団体の育成に関する支援(カ) 

(2)国内及び国外との交流の促進(イ) 

(3)地域の文化資源の活用 (ア,ウ) 

(4)良好な景観の形成(エ) 

(1)市の文化施設の充実(ア) 

(2)学校施設，公共施設の活用(イ) 

(4)文化活動に対する支援(ウ,エ,オ,カ) 

②固有の文化資

源を活用した

文化都市芦屋

の推進 

③文化の振興と

再生を図るた

めの環境づく
りの推進 

資料２ 



第２次芦屋市文化振興基本計画（平成29～33年度）の骨子（案２） 

１ 計画の位置づけ   

この計画は，第４次芦屋市総合計画及び各行政分野の計画と整合性を図りながら，芦屋市文化基本

条例第８条に基づく「文化の振興に関する基本的な計画」として，文化施策の方向性を包括的に示す

ものです。 

芦屋市文化基本条例で文化の振興に当たっての基本理念を定めています。 

１ 文化の担い手である市民一人一人の自主性及び創造性が尊重されなければならない。 

２ 歴史及び風土に培われてきた地域の伝統的な文化が，市民の共通の財産としてはぐくまれ，将来

にわたり引き継がれるよう配慮されなければならない。 

３ 文化を創造し，享受することが人々の生まれながらの権利であることにかんがみ，市民が等しく

文化活動をすることができるような環境の整備が図られなければならない。 

４ 文化の多様性が尊重されるとともに，地域における多様な文化の共生が図られるよう配慮されな

ければならない。 

５ 文化が地域間における相互理解を深める上で重要な役割を果たすことにかんがみ，文化に関する

情報を広く国内外に発信するなど，文化交流が積極的に推進されなければならない。 

２ 第２期芦屋市文化振興基本計画で強調した視点とキーワード 

① 広い視点で芦屋文化の魅力を再発見する【地方創生】 

② 芦屋文化に関する情報発信を充実する【情報発信】 

③ 子どもや若者を対象とした文化振興を展開する【次世代継承】 

３ 計画の体系 

※基本施策の文末の（ ）は，現計画の施策体系     

①芦屋の魅力の

向上と継承 

【施策の柱】 【基本施策】【基本目標】

自 然 に 恵 ま れ

た，人が心豊か

に生きることの

できるまちを目

指して 

１「ゆとりや潤

いなどの実感

できる心豊か

な市民生活の

実現」 

２「個性豊かで

幅広い芦屋文

化が創造され

る活力のある

まちづくりの

実現」 

(4)文化団体の育成に関する支援(①カ) 

(5)国内及び国外との交流の促進(②イ) 

(1)地域の文化資源の継承と活用 (②ア, ②ウ) 

(3)暮らしの中で文化に感じることができるまちづくり(②エ)

(3)学校施設，公共施設の活用(③イ) 

(2)文化活動に対する支援(①オ,③ウ, ③エ, ③オ, ③カ) 

②子どもや若者

に対する文化

振興の展開 

③文化に関する

情報の集約と
発信 

(1)市民の自主的な文化活動の支援(①ア，③ア) 

(2)高齢者，障がい者等の文化活動の充実(①イ) 

(1)情緒豊かな人間性を育む多様な体験機会の
提供(①ウ，①エ) 

(2)社会参加と居場所の充実(①ウ，①エ) 

(3)学校園・家庭・地域の連携による子ども・若者
の育成の支援(①ウ，①エ) 


